
  

住み慣れた地域や自宅で安心して暮らすことができるよう、遺言や成年後見制度

について、興味・関心のある方を対象に基礎知識を学ぶ講座を行います。

開催日時

第１回「遺言について」

     平成２４年２月２８日（火）１３：３０～１５：３０

第２回「成年後見ミュージカル／成年後見制度Ｑ＆Ａ」

    平成２４年３月 ７日（水）１３：３０～１５：００

○会  場：精華町地域福祉センターかしのき苑
会議室（１回目）ふれあい大ホール（２回目）

○対 象 者：精華町在住・在勤の方

○定  員：１回目  ４０名程度
     ２回目 ２００名程度

※先着順で受け付けます。（１回のみの参加も可能です。）

○参 加 費：無料

○申込期間：土・日・祝を除く各開催日の前日まで

申込み及び問合せ先

（福）精華町社会福祉協議会 地域福祉課 地域包括支援センター

住所：精華町南稲八妻砂留２２－１

TEL：０７７４－９４－４５７３ FAX：０７７４－９３－２２７８

e-mail shiencenter@clock.ocn.ne.jp



第１回 「遺言について」

講師：（公社）成年後見センター・リーガルサポート京都支部 司法書士

第２回 成年後見ミュージカル

「ご近所さんの成年後見物語～新人司法書士・佐保がいく～」

みなさんは「成年後見人」って知っていますか？知ってる人も知

らない人も、まあ一度ミツおばあちゃんの生活をのぞいてみてくだ

さい。

広崎さんちのミツおばあちゃんは一人暮らし。娘はいるけど、遠

くに嫁いで時々しか会えません。息子はいるけど、定職にも就かず

お金に困った時にしか訪ねて来ません。ヘルパーさんも週に２回来

てくれるけど一人で過す時間が多いせいかこの頃少し認知症が進

んできたようです。最近、振込詐欺や悪質商法にあいそうにもなり

ました。心配したケアマネさんが娘さんと相談して成年後見人が選

任されましたが…。

遺産相続の問題は誰にでもあり、「遺産争族（そうぞく）」と呼ば

れるほど、争いとなることも増えています。問題を未然に防ぐため

にも遺言の活用が重要となっています。

本当に意義のある遺言書を書くには、相続の知識が必要不可欠で

あり、遺言相続の基本的なルールを知ることが、いつかはやってく

る相続問題を迎える第一歩となります。

今後の備えとなる「遺言」の基礎知識を学ぶことにより、安心し

て暮らすことができる老後を目ざします。

精華町社協マスコットキャラクター「どんちゃん」

精華町社協マスコットキャラクター「ころちゃん」

上演：劇団ケセラ・セラ

監修：（公社）成年後見センター・リーガルサポート京都支部

上演後、司法書士による成年後見制度Ｑ＆Ａを行います。


